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平成２３年９月大和市教育委員会定例会 

 

○平成２３年９月２９日（木曜日） 

○出席委員（５名） 

 １番 委員長職務代理者   森 山   寛 

 ２番 委      員   石 川 創 一 

 ３番 教  育  長   滝 澤   正 

 ４番 委      員   篠 田 優 里 

 ５番 委  員  長   青 蔭 文 雄 

 

○事務局出席者 

教 育 部 長 田 中   博 こども部長 吉 間 一 治 

文化スポーツ 

部 長 
酒 五 克 彦 教育総務課長 堀 内 一 雄 

学校教育課長 大 澤 一 郎 保健給食課長 臼 五   博 

指 導 室 長 西 山 誠一郎 教育研究所長 中 田 朝 夫 

青 尐 年 

相 談 室 長 
岩 堀 進 吾 

こ ど も ・ 

青尐年課長 
村 五 英 雄 

文化振興課長 北 島 滋 穂 
生 涯 学 習 

センター館長 
西 山 正 徳 

図 書 館 長 五 上 克 彦 スポーツ課長 林   武 人 

○書  記 

教育総務課 

政 策 調 整 

担 当 係 長 

飛 田 幸 人 

教育総務課 

政 策 調 整 

担 当 主 事 

澤 村 のどか 

 

○日  程 

 １ 開   会 

 ２ 会議時間の決定 

３ 前会会議録の承認 

４ 会議録署名委員の決定 

５ 教育長の報告 

６ 議   事 

   日程第 １（議案第32号）  大和市立学校施設使用条例施行規則の一部を改

正する規則について 

   日程第 ２（議案第33号）  大和市下鶴間ふるさと館条例施行規則の一部を

改正する規則について 

   日程第 ３（議案第34号）  平成24年度大和市公立学校県費負担教職員人事

異動方針について 

   日程第 ４         大和市教育委員会委員長の選任及び委員長職務

代理者の指定について 
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   日程第 ５（議案第35号）  大和市教育委員会教育長の任命について 

 ７ そ の 他 

 ８ 閉   会 

 
 

  開会 午前９時３０分 

○青 蔭 

 委員長 

  ただいまから教育委員会９月定例会を開会いたします。 

 会議時間は、正午までといたします。 

 前回の会議録は、署名委員の署名をもって承認されました。 

 今回の会議録署名委員は、１番森山委員、２番石川委員にお願いいた

します。 

 続きまして、教育長報告をお願いいたします。 

○滝 澤 

 教育長 

 ９月の教育長報告をいたします。 

 前月定例会以降の動きということで、四つございました。 

その中で、４番の大和なでしこ賞授与式と交流会ですが、９月２５日

の日曜日、１０時から保健福祉センター及び林間小学校で実施されまし

た。 

 これは、川澄選手、上尾野辺選手、大野選手の３名を、本市にゆかり

のある選手ということでお招きし、南林間駅からの凱旋パレード等、交

流の場を設けたものです。特に川澄選手については、中央林間小学校、

つきみ野中学校と、本市の小・中学校をご卒業であり、大変深い関係で

す。当日は１万人という報道がございましたけれども、昨日の新聞では

３万４，０００人という数字が出ております。相当な数の市民の方が来

て、元気をもらった、感動したという感想も聞かれました。 

 それに先立ち、午前中は林間小学校体育館において、市内の小学生サ

ッカーチームの子どもたちなど３８０名ほどが集まり、上尾野辺選手、

川澄選手との交流会がございました。 

 あいさつの後、子どもたちから２選手への質問の時間がありました。

サッカー技術の上達についてなど、さまざまな質問にお答えいただきな

がら、交流することができました。 

 子どもたちにも、また保護者の方にとっても感動的な状況だったと思

います。子どもたちにしてみたら、夢を実現するモデルのような選手と
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身近に接することができ、たくさんの勇気をもらえた交流会だったので

はないかと思います。これはサッカー協会の主催でした。 

 保健福祉センターでの「やまとなでしこ賞」授与式については、ノー

ベル賞を受賞された根岸先生にもお越しいただき、市長を交えた５人の

トークショーもございました。 

 特に印象的だったのは、司会者から根岸先生に対し、３選手について

どう思いますか、という質問があり、根岸先生が「エックスファクター

を感じる」とお答えになったことです。 

 辞書で調べたところ、「ファクター」とは、新しく作り変えるとか、

改革といった意味があるようです。「エックス」は未知数ということ

で、「エックスファクター」とは、限りなく可能性を持った、新しく耕

していく、という意味と捉えました。この言葉は、非常に根岸先生らし

いと感じました。 

 今度は逆に、３選手に対し、根岸先生はどのように映りますかという

質問がありました。川澄選手はそれに、さらりと「根岸先生にもエック

スファクターを感じる」と答えており、さすが切り返しが上手いと感じ

ました。 

 そのような対談もあり、出席していた我々も充実した時間を過ごすこ

とができました。市民やマスコミからの反響が大きく、大和市民も元気

と勇気をもらったのではないかと思います。 

 続いて、９月議会の一般質問について報告いたします。１６名の議員

から、教育委員会関係のご質問がありました。 

 国兼議員と宮応議員からは、給食食材の放射能検査と、産地の公表に

ついてご質問がございました。 

 それに対しては市長が、学校を初め保育所、病院の給食の食材につい

ては、放射能への不安の声が寄せられていることから、検査の実施や産

地の公表を検討していくという、前向きな答弁をしております。 

 また、教育委員会としても部長答弁の中で、より安心してもらうた

め、食材の放射性物質検査の実施に向けて検討を進めていく、と答えて

おります。 
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 山田議員からは、発達障がいの早期発見と支援の強化についてご質問

がございました。 

 特に議員からは、鳥取県と栃木県で既に施行している５歳児健康診断

についての話がありました。５歳児健診により、発達障がいが疑われる

子どもたちが見付かれば、就学までに１年間あるため、親御さんも対応

について十分学習することができるということでした。その１年間を経

て入学を迎えることで、発達障がいの特性に具体的に対応できるように

なるのでは、という提案がございました。 

 これについては、今後考えなければならないものの、課題が大きいた

め市長の答弁になりますが、５歳児健診の具体的な実施について言及さ

れませんでした。 

 また、発達障がいの窓口を設置したらどうかという提案がありまし

た。保健福祉部、こども部、教育委員会が連携し、そのような窓口を作

ると、対象の子どもたちは、乳幼児期から児童期への移行がスムーズに

いくだろうということでした。 

これに対しては、本市の小学校では幼児期から児童期への移行を円滑

にするために、小学校の教員が幼稚園や保育所を訪問するなど、教師間

での連携を図っていること、就学相談の機会を活用し、適切な就学の場

について保護者に助言していること、また相談の過程で得られた内容を

各小学校に引き継ぐとともに、支援シートの「かけはし」を活用してい

くことを答弁しました。一方、「かけはし」の活用については、通常学

級ではまだ十分とは言えない実態もあり、さらなる周知を進めていくと

も伝えました。 

 三枝議員からは、中学校の教科書採択結果を含む市の教育行政につい

て、４点質問がございました。 

 その中に歴史・公民の教科書採択の方法とその結果についてのお尋ね

がありました。これについては、教育委員会７月定例会において、公

正、適正な教科書採択をしたという答弁をいたしました。 

 また、大和市における読書感想文コンクールの充実・拡大についての

質問がございました。議員のご意見としては、市独自でコンクールを開



5 

いてはどうかということでした。 

 それに対しては、今後、各学校に配置した学校図書館司書と、児童・

生徒との関わりを深めながら、読書感想文コンクールを含めた読書フォ

ーラムの実施などについて、積極的に検討していくという答弁をいたし

ました。 

 五上議員からは、歴史・公民教科書採択についてのご質問がございま

した。特に、歴史教科書の採択に関わる公開討論会を開いてはどうかと

いうご意見がありました。 

名古屋で行われた公開討論会は、市議会議員が企画し、歴史と公民の

教科書についてのみ話し合いが行われたということです。これに対して

は、本市では結論から言えば開く考えはないが、保護者、市民の感想を

広く聞いて検討資料の一つとしたり、教科書展示会の開催場所の改善を

図ったりしており、今後もそういう方向を堅持してまいりたいとお話し

いたしました。 

 ２点目に、採択検討委員、調査員の選出及び氏名等の公表についての

ご質問がございました。 

 それについては、採択検討委員会委員は、６分野から合計１１名の方

にお願いしていること、また調査員については、各教科の知識や経験の

豊かな教員を校長会から推薦してもらっていることをお話ししました。

調査員と検討委員の氏名の公表については、情報公開の対象となってい

るという事実を申し上げました。また、採択検討委員会の議事録におけ

る発言者は、〇○委員となっており、個人名を出しておりません。個人

名を使うかどうかについては、今後検討課題にしたいとお答えしまし

た。 

 中村一夫議員からは、心の教育、障がい児教育、中学校の教科書採択

についてご質問がございました。 

 心の教育の重要性についての質問でしたので、道徳教育の実情をお話

ししました。中村議員も小学校の道徳の授業を実際に参観され、大変感

動したとのことでした。引き続き道徳教育については、しっかりと実施

してほしいとおっしゃっていました。 
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 障がい児教育についてのご質問には、発達障がいに対する理解を深め

ることが大切であり、さまざまな機会を通して指導していく、また保護

者の理解も重要であり、ＰＴＡの講演会で教職員と保護者が一緒に専門

家から学ぶ機会を設けている、と答弁いたしました。 

 中学校の教科書採択についてのご質問では、特に「我が国と郷土を愛

する」という視点での議論がはっきりとなされていないのではないか、

というご指摘がありました。 

 これについて、教育基本法第２条の教育の目標には、「我が国と郷土

を愛する」だけではなく、幅広い知識と教養、豊かな情操と道徳心、創

造性、主体的な態度、生命尊重、自然環境の保全など、５項目にわたる

重要な内容が示されています。教科書採択に当たっては、それらの視点

に立って総合的に調査、検討を進め、最終的には教育委員の責任と権限

によって、本市生徒に最もふさわしい教科書を採択したと答弁いたしま

した。 

 中村優子議員からは、ことばの教室についてのご質問がございまし

た。 

 まず、ことばの教室の現状についてですが、今年度、林間小学校に市

内３校目となることばの教室を新設したことで、北部、中部、南部に揃

いました。５月１日現在の通級児童の内訳は、渋谷小学校に４２名、草

柳小学校に４５名、林間小学校に４０名、合計１３２名で、各学校４名

ずつの担当者が指導に当たっているとお伝えしました。 

 教師の研修と育成及び配置については、専門性の高い教員を配置し、

児童と保護者への的確な指導を充実させるため、研修を実施してほしい

とのご意見がありました。 

 これについては、経験豊富な指導者を中核として配置し、新任研修に

加えて職場内での指導ができるよう配慮していることと、研修の具体的

な中身について説明いたしました。 

 さらに、教室環境の整備についてですが、施設面では通級する児童に

配慮し、専用の玄関を設けて直接指導教室まで行けるようにしているほ

か、三つの指導教室のほかに職員室、保護者のための待合室、検査室を
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設置しています。また、マジックミラーやモニターを完備し、子どもた

ちが指導を受けている様子を保護者が観察できるようにしたり、プレイ

ルームを併設したり、直通電話を設置して保護者の相談に対応しやすい

ようにしたりと配慮しています。 

このように、ことばの教室の取り組みと現状についてご説明申し上げ

ました。 

 以上、一般質問に対しての教育委員会の答弁の概略について申し上げ

ました。詳しくは議事録でご確認いただければと思います。 

 教育長報告は以上です。 

○青 蔭 

 委員長 

  ただいま教育長のご報告がございました。質疑がありましたら、よろ

しくお願いいたします。 

 篠田委員。 

○篠 田 

 委 員 

 

  今回、９月２４日に初めて中学校の運動会に出席したので、感想を述

べさせていただきます。 

 クラス対抗や色別対抗の種目が多く、白熱した運動会で、私自身も楽

しませていただきました。生徒たち全員が一生懸命に取り組んでいて、

やる気のない子がいなかったことに感心しました。 

 教師も、生徒たちに負けないぐらいの気合いが入っており、クラスの

団結力というものを感じました。行事を大切にし、一生懸命取り組んで

いくことは、今後の学習意欲にもつながると思います。とても素晴らし

い、盛り上がった運動会でした。 

 以上です。 

○青 蔭 

 委員長 

  ほかにございますか。 

 森山委員。 

○森 山 

 委 員 

  私も運動会の盛り上がりや、生徒の頑張っている姿に感動しました

が、一方で気になったことが一つあります。 

９月１７日だったと思いますけれども、この日は日差しが強く、運動

会では、特に女性教員の服装に随分違和感を覚えました。あまりにも日

焼けを気にし過ぎて、とても運動会に出てくる服装ではない。深々とし

た大きな帽子をかぶり、顔を隠すように手ぬぐいで覆い、長袖のシャツ
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を着ていました。子どもたちは皆、半袖にトレーニングパンツなのにも

かかわらず、教員は、日に当たるのが放射能に当たるぐらい怖いとでも

いうような格好です。生徒に指導をする教員の服装としては、やり過ぎ

だと感じました。 

 小学校の場合は、体育の時間は担任が指導していると思うのですが、

同様にあのような服装で行っているのでしょうか。日焼けが気になるの

は分かるけれども、もう尐し考えた方がいいと校長にも話したのです

が、なかなか難しいとのことでした。 

 特に中年の教員にその傾向が強く、若い教員は潔い格好の人が多かっ

たと思います。あれは運動場に出てくる格好ではないと、気になりまし

た。 

○滝 澤 

 教育長 

  私もその時ちょうど森山委員とご一緒して、それを強く感じました。

体育の指導という視点でいったら、ちょっとあの出で立ちは、と首を傾

げたくなる教員が一部いました。 

 逆に素晴らしいと思ったのは、教員たちが統一のユニフォームを作

り、「頑張ろう」などのコメントをレイアウトして皆で着ていたことで

す。校庭の中で、保護者や子ども、市民が遠くから見ても、あれは教員

だと一目瞭然で分かるようになっていました。 

 教員がユニフォームを統一して気持ちを一つにし、学校の大きな行事

に一丸となって取り組むという意気込みを感じた学校が、近年に比べ今

年は随分と多くなっています。 

 このことを私は肯定的に評価をしていますが、先ほどの森山委員のご

指摘については、残念ながら各学校に指導をしていかねばならない課題

だと思います。 

○青 蔭 

 委員長 

  ぜひそのようにしてください。 

 石川委員、よろしいでしょうか。 

○石 川 

 委 員 

  私も二日間にわたって運動会を見に行きました。一つの学校は１，０

００人近くいる大きな学校で、もう一つは小さな学校でした。規模が極

端に違う二つの学校でしたが、それぞれ工夫されていました。例えば小

さな学校は、２学年一緒に演技をするなどの工夫をしており、それぞれ
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よかったと思います。 

 教員の格好については、確かに一部そういう人もいたかもしれません

が、ほとんどの人、特に今増えている若い教員たちは、元気な服装で飛

び回っていて、よくやっていたと思います。 

○篠 田 

 委 員 

  私が出席した中学校では、本当に先生たちの熱心さが見られました。

服装で言うと、赤、青、白といった色別に、自分の持っている服の中か

らそれに合わせた色を着ていたようです。気持ちが込められているとい

うか、自分たちで工夫して、学校一丸となって一つの行事に取り組んで

いるという姿勢が見られて、見ていて気持ちがよかったです。だから森

山委員がおっしゃったような状況ですと残念に思います。 

○青 蔭 

 委員長 

  服装の件は、そんなに多くないと思いますので、教育長からご指示を

お願いできればよろしいかと思います。 

 ほかによろしいでしょうか。 

    （「はい」の声） 

○青 蔭 

 委員長 

  ほかにないようですので、教育長報告に対する質疑を終了させていた

だきます。 

 

 

 

 

 

 

◎議  事 

 

○青 蔭 

 委員長 

  それでは、議事に入ります。 

 日程第１ 議案第３２号「大和市立学校施設使用条例施行規則の一部

を改正する規則について」を議題といたします。 

 細部説明を求めます。堀内教育総務課長。 

○堀 内 

 教育総務 

 課 長 

  学校開放については、学校教育法と社会教育法において、学校教育上

支障のない限り、社会教育その他公共のために利用させることができる

となっております。本市では大和市立学校施設使用条例を定め、スポー

ツや社会教育活動に、校庭、教室などの学校施設を開放しております。 

 本議案に関しては、先月の教育委員会定例会でご審議いただいた大和

市暴力団排除条例が、９月議会で可決されたことに伴い、大和市立学校

施設開放条例が改正されております。 
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 大和市立学校施設開放条例の下に、大和市立学校施設使用条例施行規

則と、大和市立学校施設の開放に関する規則という二つの規則があり、

運用形態が所管ごとに分かれております。例えばスポーツ課ですと、学

校施設の開放に関する規則に基づいております。生涯学習センターと教

育総務課で扱っているものについては、学校施設使用条例施行規則に基

づいております。それぞれ申請書や使用料の減免など、運用方法が異な

っていることから、今回の条例改正に合わせ、この二つの規則を一本化

するものでございます。 

 それでは、主な改正点をご説明させていただきます。 

 改正案第２条に、対象となる活動がございます。現行では、社会教育

関係団体、公共的団体など、団体で使用範囲を規定しております。改正

案では、運用の実態に合わせ、施設で使用できる活動、１号では社会教

育活動、２号ではスポーツ活動、３号では教育委員会の認めるものと、

対象となる活動で規定したものでございます。 

 次に、第３条、使用時間等でございます。これにつきましては、スポ

ーツ課が所管の学校施設の開放に関する規則で規定しておりますが、も

う一つの規則にはなかったため、使用可能日に関する規定を追加するも

のでございます。 

 具体的には、１２月２９日から１月３日についてはすべての施設、教

室等の関係については、月曜日以外の日で学校長が学校教育上支障がな

いと認める日について使用可能日とするものでございます。 

 次に、第４条、利用者登録の申請、その次の第５条、利用者登録の承

認等、次の第６条、利用者登録の有効期間につきましては、従来の運用

と変更はございません。しかし、これも一本化する本規則にこのような

規定がないことから、大和市立学校施設の開放に関する規則と、生涯学

習センターで所管する学校施設の使用に関する要綱の中から、本規則に

追加するものです。 

 具体的には団体の構成員を、社会教育活動では二人以上、スポーツ活

動では１０人以上とし、事前に登録の申請を受けることなどを規定して

いるものでございます。 
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 次に、第７条、使用の申請についても従来の運用と変更ございません

が、本規則には社会教育活動やスポーツ活動で継続的に使用する場合の

申請期間に係る規定がないことから、追加するものでございます。 

 具体的には、手続きの期間を、教室などを継続して使用する団体は、

前月の初日から使用日の亓日前まで、校庭や体育館を継続して使用する

団体については、地区によって締切日が異なっているため、教育委員会

が別に定める日までとしております。また、地区行事などで一時的に使

用する場合については、３か月前の初日から使用日の亓日前までに手続

するという規定です。 

 次に、第１０条、使用料の減免についてですが、従来は減免の区分を

表記しております。 

具体的には、大和市が使用する場合は全額免除、社会教育関係団体が

使用するときは全額免除というように表記していましたが、これを別表

にまとめたものです。改正案の別表２で、１番から６番まで分け、１番

は市が主催し、または共催する事業等のために使用するときは全額免除

というように表の形で別にまとめました。 

 なお、現行の第７条の２項、社会教育関係団体につきましては、これ

まで５時以降を除き使用料を全額免除しておりましたが、スポーツ活動

等の団体との整合を図るため、２分の１の減額としております。別表２

の６番目に「第５条第１項に規定する登録の承認を受けた者が使用する

とき」とあり、ここに社会教育関係団体が入ります。減免の範囲が２分

の１の額となっておりますので、ここが変更になります。 

 次に、現行規則第１０条、使用許可の取り消しについては、暴力団排

除条例の制定に合わせて学校施設使用条例を改正した際、暴力団の排除

規定を追加しましたが、それに合わせ、本条項も条例に移したため、こ

ちらは削除しております。 

 改正案の第１３条ですが、文書等の種類で、新規のものです。現行の

第３条２項にあった文書等の種類を削除し、第１３条へ移したものでご

ざいます。 

 附則については、まず第１項の施行期日ですが、本規則の適用を今年
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１０月１日からとするものでございます。ただし使用料の減免について

は、周知期間が必要なことから、平成２４年４月１日から適用し、それ

までは現行どおりとしています。 

 第２項の準備行為ですが、使用の申請や減免、使用の決定などについ

ては、施行日前であっても必要な準備行為を行うことができるものと

し、使用日が施行日以降であればその申請等は事前に受け付けるという

ものでございます。 

 第３項の経過措置ですが、規則の施行後も用紙等が残っている場合に

ついては、必要な補正をして使うことができるという規定でございま

す。 

 最後に第４項ですが、規則の一本化に伴い、大和市立学校施設の開放

に関する規則を廃止するものでございます。 

 以上です。 

○青 蔭 

 委員長 

  ただいま細部説明が終わりました。質疑、ご意見等ございましたら、

よろしくお願い申し上げます。 

 森山委員。 

○森 山 

 委 員 

  第２条の改正で、このように表現を大きく変えたのは、どのような理

由からでしょうか。 

○堀 内 

 教育総務 

 課 長 

  今まで団体ごとに分かれていたのですが、それを使用する施設ごとに

分けたほうが分かりやすいと考えたものです。例えば改正案は、１号の

特別教室や音楽教室、美術室を使う場合は、生涯学習センターに申請す

る、２号の校庭、体育館等で使う場合はスポーツ課に、それ以外で使用

する場合については一時的のもので、教育総務課に申請するということ

で分けております。 

 今までは、スポーツ団体も社会教育関係団体に入ってしまうなど、団

体で区分がしにくいという問題もあったため、目的に応じて使う場所ご

とに分けて整理いたしました。 

○森 山 

 委 員 

  そういうことですか。 

 これによると、普通の教室を開放することはないのですね。 

○堀 内   学校施設使用条例の中の別表第２で、使用料金を定めており、その中
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 教育総務 

 課 長 

で教室も規定しておりますので、貸し出しできます。 

○森 山 

 委 員 

  そうすると、それらを網羅するようにしないと、第２条の表現では教

室が使えない感じになっていませんか。 

○西 山 

 生涯学習 

 センター 

 館 長 

  その点についてご説明させていただきます。 

 第２条第１号の音楽室、美術室等々については、生涯学習センターで

管理している小・中学校９校の開放を考えて当てられております。 

 音楽室、調理室等々は学習センターとして貸し出しており、一般の教

室を貸し出す場合は３号になります。 

 ですから、２号関係はスポーツ課で、３号関係は教育総務課で受け付

けることになっております。 

○堀 内 

 教育総務 

 課 長 

  補足させていただきますと、継続的か一時的かという使い方で分けて

おります。通常の教室については、ふだん授業で使っておりますので学

校教育上支障があり、継続的に貸すことは通常ないという判断のもと、

このような形になっております。 

○森 山 

 委 員 

  これは分かりにくい。施設で分けたとおっしゃいましたけれども、一

般の教室という施設は入っていない。 

 ３号は、施設で分けたのではなく、「その他公共のための活動で教育

委員会が特に認めるもの」ですから、目的別です。つまり分類が混乱し

ているのではということです。 

 施設で分けるのならここに、貸し出すことのできるすべての施設が網

羅されなければいけない。ところが、ここでは網羅されていない。です

から使う方から見ると、どうすればいいか分からないということになり

ませんか。 

○堀 内 

 教育総務 

 課 長 

  先ほど申し上げた学校施設使用条例の中で、どこが使えるかを規定し

ております。 

 第２条で、使用できる学校施設は別表のとおりとあり、別表には、教

室、調理室、電気陶芸窯、体育館、武道場、校庭等記載しております。 

○森 山 

 委 員 

  それは分かります。しかし、規則を見てもそれが分からないようでは

困ると私は申し上げているのです。 
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○堀 内 

 教育総務 

 課 長 

  通常、条例や規則の整備では、重複を避けるため、条例で謳ったもの

は規則では敢えて謳わないようにし、足りないところを補足するものと

ご理解いただければと思います。 

○森 山 

 委 員 

  旧規則は使用目的ごとに決めていた。しかし、それが使用目的ごと、

使用団体ごとでは、どの団体になるか分かりにくいので、使用する施設

ごとに決めたと言っている。それでいて、教室というのがどこにも出て

こないのは変でしょう。 

○堀 内 

 教育総務 

 課 長 

  １号、２号に入らないものが第３号に当たります。分かりにくいの

は、教育委員会が認めるものという書き方に問題があると思います。 

○森 山 

 委 員 

  もし施設で分類するのなら、第３号はその他の施設で、とならなけれ

ばおかしいと申し上げております。 

○西 山 

 生涯学習 

 センター 

 館 長 

  ３号の部分には、森山委員がおっしゃるような論理矛盾を若干感じま

すので、検討しないといけないかと思います。 

○篠 田 

 委 員 

  学校施設使用条例にある、教室などの別表に関しては、全部継続でな

いから単発と考えて３号になるのですか。 

○堀 内 

 教育総務 

 課 長 

  おっしゃるとおりです。 

○森 山 

 委 員 

  これは明らかに、分け方に無理がある。継続的に利用するもの以外は

３号に入るわけですね。そうすると、３号に入ればすべての施設にな

る。体育館を一時的に利用するのも３号、それから音楽教室を一時的に

使用するのも３号。つまりこれは、施設ではなく申し込む窓口別に分け

てある。だから非常に奇妙になっているのです。 

 これを読んだ皆さんには、非常に分かりにくいと思いますので、もう

尐し練り直していただけませんか。私はこの分類では無理があると思い

ます。 

○篠 田   私も最初これを見て疑問を感じました。今回、規則としては、二つに
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 委 員 分かれていたのを一本化したけれども、使用者が行う申請手続として

は、まだ今後、現状どおりでいくという考えでよろしいですか。それと

も、今後それもまとめていく可能性があるということでしょうか。 

○堀 内 

 教育総務 

 課 長 

  先ほどの森山委員のご意見にもつながるのですが、窓口別に分けてお

りますので、現状手続きは変わりません。ただ、今後については一元化

等の検討も必要かと思います。 

○森 山 

 委 員 

  受付窓口だけは、一元化したらいかがですか。 

○堀 内 

 教育総務 

 課 長 

  学校開放にはさまざまな方が関わっているため、急に一元化というの

も難しいです。運用実態がかなり異なっておりますので、とりあえず約

束事を、このような形で一本化し、できるだけ運用を統一するというこ

とで、ご審議をお願いしているものでございます。 

○森 山 

 委 員 

  窓口や規則がややこしいから一本化し、規則、条例も、市民の目から

見てもより分かりやすい方向を目指すものと思っていたのですが、依然

として窓口だけは役所の都合で分け、窓口別に、こういうものはここに

申請しなさいとなっている。「対象となる活動」としていながら実は、

申請の窓口を書いているものだから、非常に分かりにくい。これはいけ

ません。 

○堀 内 

 教育総務 

 課 長 

  おっしゃることは十分わかります。今、運用がかなり異なっている中

で、規則を一本化したことも無理がありますので、この中ではどうして

も補えない部分については、要綱や内規で運用しなければならないもの

がございます。 

 最大公約数的にまとめたものが、一本化した規則だとご理解いただけ

ればと思いますが、その中で無理に、対象となる活動とまとめたことに

よって、今回のご不審が出たのだと思います。 

○森 山 

 委 員 

  格好つけず、いっそのこと申請窓口別にこうすると書いたらどうなの

でしょうか。 

 そうするといかにもお役所的だから、このようにしたのだと思います

が、それによってますます分からないものになってしまったわけです。

これはこの窓口に、その他のものはここに申請を、ということと、対象
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となる活動というのを一緒くたにしたから分かりにくいのだと思います

けれども。 

○堀 内 

 教育総務 

 課 長 

  将来的に一元化した場合には、そうなると思うのですが、その前の段

階として活動でまとめたいという、オブラートに包んだようなまとめだ

ったので、本当に分かりにくくなっていると思います。しかし、現時点

では、すぐに一本化というのは難しい話ですので、ご理解いただければ

と思います。 

○森 山 

 委 員 

  あまり理解できません。市民が読んで分かる規則にしなければいけな

いというのが、こういうものの大原則です。行政の都合で、読んでも訳

が分からないような条例、規則は、廃するべきです。 

 このように基本的なところで、間違っている気がするので、もう尐し

考え直していただきたいというのが私のお願いであります。 

○青 蔭 

 委員長 

  そのような森山委員のご意見でございますので、文言の整理と、それ

から根本的に、もう一度考えられるものなのでしょうか。 

○堀 内 

 教育総務 

 課 長 

  先ほど附則の中で申し上げましたが、できれば１０月１日施行で進め

たかったこともあります。施行期日を修正しながらということであれば

可能かと思いますが、その他、減免規定の周知期間などの問題もござい

ますので、なかなか難しいところです。 

○青 蔭 

 委員長 

  分かりやすい文章に改めることについてはどうですか。細かく分ける

か、あるいは何か付記するなどはできますか。 

 教育長、お願いします。 

○滝 澤 

 教育長 

  いろいろと捉え方はあると思います。改正案では随分整理をしてあり

ますし、市民が活用しやすいという意味では、継続という言葉の中で、

実際使用している人たちは理解されると思います。 

 １号と２号については、継続ということで性質を定め、場所と使用日

時が大体固定されると思います。利用に際しては、３号が特異な部分で

あると思います。 

 森山委員のご指摘の教室使用についても当然想定されますが、基本的

には学校の子どもたちが使用しています。そこには子どもたちの私物

や、教材等もございますから、それらがなくなったり、壊れたりしたと
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きの責任問題等もあります。 

 学校の子どもたちが学習する場を活用するという大原則がありますの

で、もし特別教室以外の教室をという話が出てきた場合については、学

校とも相談していかなければなりません。これは小学校と中学校でもま

た違うと思います。そこで、１号、２号に該当しないものは３号でとい

うことでご理解いただき、教育委員会で適切に対応していく、また誤解

のないような周知をしていく、という中で森山委員のご意見を受け止

め、この作業を進めさせていただけたら大変ありがたいと思います。 

○森 山 

 委 員 

  尐なくとも規則や条例を作るときには、もう尐し気をつけてもらいた

いというのが私の本心です。 

 今回のように、だれが見ても変で、どうすればいいのか分からないも

のを規則にするというのは、市民の目線に立っているとは言いがたい。

今の件でもし譲るとしても、３号だけは改めてもらえませんか。これ以

外の施設や目的で使用する場合もあることがわかるようにしてほしい。 

○堀 内 

 教育総務 

 課 長 

  目的は、社会教育法や学校教育法の中で、学校教育上支障のない範囲

で社会教育または公共的のためと謳われているので、敢えてこの規則の

中で謳う必要はないと考えます。 

 ただ、これだと場所を言っているのか活動を言っているのか、よく分

からないところがあります。こちらの趣旨からすると活動なのですが、

実際は場所ですので、そこは整理させていただきます。 

○森 山 

 委 員 

  場所だけでいいのかどうかは、私もよく分かりません。教育委員会が

特に認めるケースというのは、スポーツ施設も含め、要するに全部の施

設についてあり得るのでしょう。 

○堀 内 

 教育総務 

 課 長 

  はい。 

○森 山 

 委 員 

  だから３号というのは、単純に施設だけでは分類できないということ

です。ですから、こういうケースは３号で、ということが分かるように

してほしいのです。 

○堀 内   １号、２号が、継続的な使用ということで、通常登録している団体が
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 教育総務 

 課 長 

活用する場合を規定しております。それ以外のもの、ということで３号

を作っております。ですから、例えば自治会や地域の活動で、一時的に

使用するときは、登録している団体でなくても学校の使用を許可する、

それが３号に当たるわけです。そういう運用をしているとご理解いただ

きたい。文言については、場所だけではないというのは、おっしゃると

おりです。 

○青 蔭 

 委員長 

 普通の教室を今まで貸し出したことはあるのでしょうか。 

○堀 内 

 教育総務 

 課 長 

  通常の場合はほとんどありません。３号が教育総務課の所管ですが、

年間７０件です。１校当たりにすると３件もなく、地区、あるいは保育

園、幼稚園の運動会で校庭を使用するものです。 

 １号、２号については、生涯学習センターとスポーツ課で、それぞれ

登録している団体に貸しています。スポーツにおいては千何百件と、か

なりの件数があります。それで、継続的とそうでないものとで分けてお

ります。 

○青 蔭 

 委員長 

  分かりました。 

 森山委員、この３番の文言はいかがですか。 

○森 山 

 委 員 

  私もすぐに文言までは思いつきませんけれども、今私が申し上げたよ

うなことが、皆さんにも分かるような文言にぜひ改めていただきたいと

いうことです。 

○青 蔭 

 委員長 

  石川委員、いかがですか。 

○石 川 

 委 員 

  要するに、現行の１、２、３の使用の範囲から、中身を変更したわけ

ではないのですよね。 

○堀 内 

 教育総務 

 課 長 

  はい。先ほど申し上げましたように、社会教育関係団体の中にはスポ

ーツ団体も入っていますし、それぞれ別々のところに登録しています。

それを、登録先ごとに分けたとご理解いただければと思います。 

○石 川 

 委 員 

  だから、「対象となる活動」という題にしながら実は、対象となる活

動を窓口別に分けたと解釈していいということですね。 

それと、音楽室、美術室、技術室、その他の特別教室等とあるけれ
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ど、この「特別教室等」というのは、特別教室以外に何かあるのかどう

か、これもよく分からない。それはそれとして、問題は森山委員がおっ

しゃっている３号です。 

 １号、２号は継続的で、３号は継続的でないとするのなら、それはあ

る程度はっきりさせたほうがいい。そういう意味での分類をしたのであ

れば、その他の公共的な活動とは、継続的ではないという意味には特に

思えない、それを規定しているとは思えないと思います。場所云々だけ

でなくて結局、継続的かどうかという分け方をしていることから考える

と、３号の文言は分かりにくい気がします。 

○森 山 

 委 員 

  １号、２号は、要するに登録団体以外認めないわけでしょう。だから

正直に、登録している団体を１号、２号で定め、登録していない単発的

な団体の使用については３号に定める方が分かりやすいのでは。 

○堀 内 

 教育総務 

 課 長 

  そのとおりに作ったつもりなのですが、今回この点は法制担当にも調

整を取っており、役所の使い方で１、２以外がその他という解釈になっ

てしまいます。 

 その辺で誤解を招いたのではないかと思います。「その他公共のた

め」の「その他」を、「公共」に係る修飾語のように捉えられたのかと

思うのですが、実際には１号、２号以外がその他ということです。うま

く言い回しができればいいのですが。 

○篠 田 

 委 員 

  利用者の立場からは、今までの分け方より、今回の登録先別の方が分

かりやすくなっていると思います。ただ、これまで森山委員も石川委員

もおっしゃっていたように、３号をもっと分かりやすい文言にすること

が必要かと思います。 

 それと、１号は小・中で９校だけということは、どこで分かるのでし

ょうか。 

○西 山 

 生涯学習 

 センター 

 館 長 

  要綱の中で規定しております。資料としてはお持ちしてございませ

ん。 

○青 蔭   篠田委員は、９校だということを、一般の方はお分かりになるのかと
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 委員長 質問していらっしゃる。それで常時使っている方には、ご理解いただけ

るのですか。 

○西 山 

 生涯学習 

 センター 

 館 長 

  はい。広報やまとやガイドブックなど、さまざまな形で市民の皆さん

にお知らせしておりますので、分かっていただけていると思います。 

○青 蔭 

 委員長 

  周知はされているということですね。 

○西 山 

 生涯学習 

 センター 

 館 長 

  はい。 

○青 蔭 

 委員長 

  篠田委員、広報で周知されているということでございます。 

○篠 田 

 委 員 

  そうですか。初めて見た人にしてみれば、どこの学校でも使えるのか

と思ってしまうと思ったんですけれども、使っている方は分かっていら

っしゃるということですね。分かりました。 

○滝 澤 

 教育長 

  この９校については、今後はどんな方向でいくのですか。 

○西 山 

 生涯学習 

 センター 

 館 長 

  一般の人が職員室の棟等に入ると、管理上問題がありますので、現在

は、そこを別々に管理できる体制の学校を解放しております。 

 現在は９校がその体制になっておりますので、９校開放しています。

今後もそのような体制ができ次第、開放していきたいと考えておりま

す。 

○滝 澤 

 教育長 

  現在では、１０校にはならないと。今のところは９校を維持という解

釈でいいですね。 

○西 山 

 生涯学習 

 センター 

 館 長 

  はい、そうです。 
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○滝 澤 

 教育長 

  管理上の問題があるということですね。 

○堀 内 

 教育総務 

 課 長 

  今回、体育館の建て替えを行った関係で、大和小や緑野小には特別教

室を作りました。そういう大規模な工事があった際に、開放できるよう

に施設を追加していくと、９校から新たに増えていくということでござ

います。 

○青 蔭 

 委員長 

  分かりました。 

 では、この３号を、もう尐しわかりやすい文言に整理していただけま

すか。 

○滝 澤 

 教育長 

  今の指摘を再確認させてください。 

 この３号については、事務局で修正案を提案するということでよろし

いですか。 

○森 山 

 委 員 

  お任せします。結構です。 

 ただ、変わりませんでした、ということにはならないようにしてくだ

さい。 

○堀 内 

 教育総務 

 課 長 

  １号、２号はご理解いただいたということでよろしいでしょうか。 

○森 山 

 委 員 

  分かりにくいですが、仕方がありません。 

○堀 内 

 教育総務 

 課 長 

  はい。３号について、１号、２号以外だとわかるような表記をしま

す。 

○青 蔭 

 委員長 

  ほかにございませんか。 

 

    （「結構です」の声） 

○青 蔭 

 委員長 

  それでは、ここで、暫時休憩といたします。 

 

   

◎休  憩 
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○青 蔭 

 委員長 

  再開いたします。 

○堀 内 

 教育総務 

 課 長 

  先ほどの議案第３２号につきまして、修正というご意見がございまし

たので、第２条の修正案を提案させていただきたいと思います。 

 第２条の第１号、第２号は変更ございません。第３号、「その他公共

のための活動で教育委員会が特に認めたもの」が分かりにくいというご

指摘がございましたので、「前２号に掲げるもののほか、一時的に使用

する公共のための活動で、教育委員会が特に認めるもの」という文言に

修正させていただきたいと思います。 

 よろしくご審議お願いいたします。 

○青 蔭 

 委員長 

  今、文言の修正案がございましたが、いかがでしょうか。 

 

    （「異議なし」の声） 

○青 蔭 

 委員長 

  異議なしでございますので、議案第３２号につきましては、この修正

案にて可決といたします。 

 続きまして、日程第２ 議案第３３号「大和市下鶴間ふるさと館条例

施行規則の一部を改正する規則について」を議題といたします。 

 細部説明を求めます。北島文化振興課長。 

○北 島 

 文化振興 

 課 長 

  当案件につきましては、暴力団排除条例の制定に伴う変更でございま

す。既に大和市下鶴間ふるさと館条例につきましては、８月の定例会で

ご審議いただきましたが、それに伴う規則の改正でございます。 

 暴力団排除条例の制定に伴い、下鶴間ふるさと館の母屋の使用承認に

関する条項を、条例に移行しております。 

 具体的には、第３条第２項、４条、５条、７条という使用承認に関す

る条項を、すべて条例に移行したため、規則から削除するという改正で

ございます。 

以上でございます。 

○青 蔭 

 委員長 

  ただいま細部説明が終わりました。質疑、ご意見等ございましたらよ

ろしくお願いいたします。 
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    （「ありません」の声） 

○青 蔭 

 委員長 

  よろしいでしょうか。 

 質疑を終了いたします。 

 これより、議案第３３号につきまして採決いたします。 

 本件の原案につきましてご異議ございませんでしょうか。 

    （「異議なし」の声） 

○青 蔭 

 委員長 

  異議なしということでございますので、議案第３３号は可決いたしま

した。 

 続きまして、日程第３ 議案第３４号「平成２４年度大和市公立学校

県費負担教職員人事異動方針について」を議題といたします。 

 細部説明を求めます。大澤学校教育課長。 

○大 澤 

 学校教育 

 課 長 

  大和市立公立学校県費負担教職員人事異動方針につきましては、昨年

度９月の教育委員会定例会において、委員から人事異動の目的を分かり

やすく明確にすべきであるとのご意見をいただきました。そこで今回、

前書き部分において人事異動の目的として「学校の組織力を高めるとと

もに、教職員の意欲と専門性の向上を図るため、また、教職員の世代交

代が円滑に進むよう」という表現を盛り込みました。 

 さらに、この目的を達成するため、三つの基本方針を定めるととも

に、それぞれの基本方針についての説明をつけ加えました。これについ

て説明させていただきます。 

 基本方針の１は、「適材を適所に配置する」です。教職員の能力を最

大限に発揮できるよう、教科指導、教育研究、児童・生徒指導、特別支

援教育、外国語活動、図書館教育、国際教育、部活動などの分野におい

て、必要な人材を適所に配置していくことであります。さらに適材を適

所に配置することによって、教職員一人一人の意欲と専門性の向上を図

っていくものであります。 

 特に新採用教員の配置に関しましては、司書教員免許を有する教員、

英語に堪能な教員、部活動指導ができる教員などを、各学校の状況に応

じて配置していくものであります。当然のことながら教職員の意欲と専

門性の向上は、学校全体としての力にもつながっていくことになると考
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えております。 

 ２番目は、「教職員の編成を刷新強化する」です。管理職を含めた教

職員の転任、配置換えや、新採用、再任用教職員の配置によって、教職

員の編成を刷新強化し、学校の組織力の向上を目指していくものであり

ます。 

 刷新強化に当たりましては、ただ単に人を入れ替えるということでは

なく、各学校の教育課題を十分踏まえ、意図的かつ計画的に学校組織を

強化していく必要があると考えております。なお、その際、各学校にお

ける教職員の年齢構成、男女のバランス、勤続年数等を考慮して配置

し、教職員構成の均衡が大きく崩れないように留意してまいります。 

 ３番目は「若手教職員の育成を図る」です。今後、経験豊かなベテラ

ン教職員が多く退職する中、若手教職員に対して、ベテランの教職員が

持つ教育指導に関するノウハウをしっかりと継承していく必要がありま

す。 

 なお、ここで教職員の定年退職に関する具体的なデータとして、平成

２３年度末には小学校２４名、中学校１２名、合計３６名の教員が退職

予定です。平成２４年度末には小・中合わせて４２名、平成２５年度末

には４６名、平成２６年度末には３４名の教職員が定年退職する予定と

なっております。 

 こうした状況の中、新採用や若手教職員を各学校に配置するに当たっ

ては、ベテランの教職員からノウハウを継承できるような環境作りに努

めていく考えであります。例えば中学校において、それぞれの教科の教

員が若手ばかりにならないよう配慮していく必要があります。また、部

活動においても、ベテラン顧問がいるところに若手顧問を配置すること

によって、指導方法等の継承を図っていく考えであります。 

 さらに若手教職員には、早い段階で市や県の行政職の経験、企業研

修、小・中学校間や他市町村との人事交流によって、さまざまな経験を

積ませ、幅広い見識や広い視野を持った指導力のある教職員の育成を目

指していく考えであります。 

 この背景としましては、現在各学校において４０代の教員が尐ない
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中、今後、若手教職員が早い段階で、学校の中においてリーダー的な職

務につくことが予想されることがあります。 

 以上、三つの基本方針は、当然のことながら互いに関係し合うもので

ありますが、今後これらの基本方針を念頭に置きながら、教職員の人事

異動に取り組んでいく考えであります。 

 なお、参考として人事異動実施要領と人事概要について、簡単に説明

させていただきます。 

 まず、人事異動実施要領の２についてです。転任及び配置換えの４番

で、教育効果を高めるため、原則として、同一校勤続３年以内の者は異

動の対象としないとしております。さらに５番として、同一校に多年勤

務する者については、その能力と適性を考慮して積極的に異動を行うも

のとする。この場合、原則として同一校勤続８年を基準として異動の対

象としております。 

 続きまして、４の昇任についてです。１番、校長の任用につきまして

は、小・中学校の学校種別にとらわれず、新進気鋭にして、人物・識

見・能力・勤務成績・健康度等の優秀な者を任用するものとしておりま

す。なお、２２年度末人事では、教頭から校長への昇任者は、５名のう

ち４名であります。４名全員が小学校教頭から小学校長に昇任してお

り、同じ校種での昇任となっております。 

 ２番、教頭につきましては、「校長に準じて行うもの」としておりま

す。教頭昇任については、総括教諭からとなっておりますが、平成２２

年度末人事では教頭昇任者９名のうち、小学校で４名が総括教諭からの

昇任となっております。その他５名につきましては行政職からの昇任と

なっており、今後もできる限り総括教諭、行政職からのバランスを大事

にしていきたいと考えております。 

 続きまして、教職員人事概要についてです。 

最初に、平成２３年５月１日の県費負担教職員の人数ですが、小学校

６３６人、中学校３５３人、合計９８９人となっております。昨年度と

比較しますと、１７人増加しています。過去の教職員数の推移につきま

しては、６の表に示しております。 



26 

 次に１番、総括教諭・教諭の男女・年齢別に関する表ですけれども、

小学校で一番多い年齢層は５０歳代で全体の３３．３％となっておりま

す。中学校でもやはり一番多い年齢層は５０歳代で、全体の４１．３％

となっております。中学校は小学校よりもかなり比率が高くなっており

ます。 

 小・中学校とも４０歳代の教員が尐なく、小学校では全体の１２．

３％、中学校では１７．２％となっております。今後４０歳代教員の人

数が尐ない中、３０歳代教員のキャリアアップが急務とされておりま

す。男女の比率につきましては、小学校では男性が３０．９％、女性が

６９．１％でほぼ３対７となっております。中学校では男性が５６．

８％、女性が４３．２％という比率になっております。小・中学校での

比率は大きく異なっている状況です。平均年齢につきましては、平成２

３年度５月１日現在、小学校が４０．７歳、中学校が４２．５歳、小・

中全体では４１歳となっています。 

 続きまして、２番の同一校多年勤務者数です。原則８年で異動の対象

としておりますが、教職員の健康状況、退職年度、継続的任用が学校運

営にどうしても必要とされるケース等によって、９年、１０年となって

いるものであります。同一校多年勤務者の割合は昨年度、小学校で１

０．９％、中学校で１４．４％でしたので、配置換えによって解消しつ

つあります。 

 続いて３番、平成２２年度末の異動状況については表のとおりです。 

 ４番、新採用教員の推移については、平成２３年度は５２名の教員を

採用いたしました。平成１６年度以降、３６名を超える採用が続いてお

り、世代交代が着実に進んできております。来年度につきましては、勧

奨退職者、定年退職者、再任用希望者数によって、多尐減尐することが

考えられます。 

 なお、中学校においてはこの間、新採用教員の増加によって部活動を

持つ教員が増えたことによって、部活動の顧問問題については解消しつ

つあります。 

 ５番、再任用教職員数の推移については、平成２３年度は小学校で１
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２名、中学校で５名が新規の再任用となっております。前年度からの再

任用と合わせますと小学校が３５名、中学校１６名、合計５１名が任用

されております。再任用につきましては１９時間１５分勤務の者もお

り、その２名で１名分というカウントもしておりますので、通常の教職

員定数にすると２９名分というカウントになっております。なお、県費

負担教職員に関しましては、定年延長制度が導入されるまで、再任用制

度が継続されるものととらえております。 

 ６番は児童・生徒・教職員数の推移、７番は本年度の学年別児童・生

徒数、特別支援学級数・在籍数です。 

 以上です。 

○青 蔭 

 委員長 

  ただいま細部説明が終わりました。質疑、ご意見等ございましたら、

よろしくお願いいたします。 

○森 山 

 委 員 

  人事異動方針を決めたというのは大変いいことですし、簡潔に分かり

やすくなっていると思います。 

 学校の組織力という言葉が二つ出てくるのですが、これは正確にはど

んな意味を言っているのでしょうか。 

○大 澤 

 学校教育 

 課 長 

  この言葉は、学校の組織マネジメント能力、危機管理能力、チーム対

応力、教師力などをすべて含めた意味で、組織力と捉えております。 

○森 山 

 委 員 

  普通、それを組織力と言うでしょうか。言葉の使い方の問題ですが。

例えば組織能力という言葉は、マネジメントの世界でも確かにあると思

うのですが、組織力というと、普通は組合の組織力というイメージがあ

って、役所の組織力や企業の組織力とは、使わないのではないかと思い

ます。一般に、受け取る人によって意味が違ってくる言葉を、こういう

ときに使うのは問題かと感じます。私は若干違和感を覚えました。 

○大 澤 

 学校教育 

 課 長 

  教育界の中では使われることがかなり多いのですが。ここは以前、森

山委員からも学校のパフォーマンス力というお言葉もあり、いろいろな

言葉の中で、最終的にこの文言が落ちつくと考えました。 

○森 山 

 委 員 

  なるほど、苦労した感じはします。私が申し上げた人事異動の二つの

目的というのは、一つは組織の成果をより高めること、もう一つは組織
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構成員の能力を高めることです。両方一緒になっているケースも多いと

思いますが、それが組織力という言葉になったとすると、それで皆が分

かればいいものの、尐し分かりにくいと私には思えます。 

○青 蔭 

 委員長 

  石川委員、お願いします。 

○石 川 

 委 員 

  別件なのですが、教職員の人事異動に関しては非常に苦労していると

思います。特に最近は若い人たちが増えていて、その中で若い人たちの

育成を図るという、一つ大きな柱立てをしたことは、大変よろしいと思

います。 

 先ほど、実施要領の中で、若手の教職員に、早い時期にいろいろな学

校を経験させるとありました。一般の教職員は同一勤務校８年とありま

す。他市を見ますと、新採用教員については４年、５年、６年といった

期間同一校に勤務し、それで転勤させるところが、この近隣でもかなり

あるように思えます。大和市ではどのように考えていますか。 

○大 澤 

 学校教育 

 課 長 

  市によって、年次に関する勧奨の年齢があることも承知しておりま

す。大和市もこの３年間ほど、年次については具体的に新採用何年と規

定はしていませんが、各学校長に対しては３年を過ぎれば異動できるこ

とを、特に新採用に対して働きかけてほしいと言っています。できるだ

け若い段階でいろいろな学校を経験してほしいと働きかけをした結果、

８年を待たずして異動希望を出す教員がこの間かなり増えてきておりま

す。そういった意味では、敢えて規定はしない中で、順調にそういった

動きが作られつつあると捉えております。 

○石 川 

 委 員 

  ということは、基本的な考え方として、年数を区切るという方向には

なっていないと、考えてはいないわけですね。 

 ８年いたらもう新採用ではなくなりますが、新採用から８年間ずっと

同じ学校にいる教職員というのは、割合的にはどれぐらいいますか。 

○大 澤 

 学校教育 

 課 長 

  今、データがございません。 

○石 川   私はある程度の線で、６年ぐらいでも、とりあえず区切った方が、若
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 委 員 手の教職員もむしろ出やすいのではという気がします。 

○青 蔭 

 委員長 

  教育長。 

○滝 澤 

 教育長 

  多分そうだと思います。今、現実には大体５年ぐらいで異動している

という実態が多いです。年齢にもよりますが、新採用で入って３年ぐら

いで、結婚、出産という動きもあります。いろいろなケースがあります

が、実態としては大体４、５年ぐらいで異動していて、７、８年はまず

ないように思います。 

 今後は、新採用で８年は長いと思いますので、５年辺りで区切ること

を考えていくべきかと感じます。 

○石 川 

 委 員 

  目安を示しておいて、そのときの事情によって対応可能という方が、

新採用の人も逆に出やすいというか、校長に転勤を申し出しやすいので

はと思います。 

○青 蔭 

 委員長 

  大澤課長、ただいまの年次に関してのご意見についてはいかがでしょ

うか。 

○大 澤 

 学校教育 

 課 長 

  一方、中学校では部活動指導等で、４、５年で異動となると指導の継

続性という問題もあります。中学校は３学年で３回りすると９年であ

り、そのぐらいの経験を積みたい、あるいは部活動の指導も続けたいと

いう強い希望がある教員が多くいます。新採用というのは、小・中で状

況にも違いがありますので、今後検討していく課題であると考えており

ます。 

○青 蔭 

 委員長 

  ほかにご意見ございますでしょうか。 

 森山委員。 

○森 山 

 委 員 

  これは異動方針ですから、組織力だけは引っかかるけれども、これで

いいと思います。しかし異動を決めるに当たっては、これまでの異動の

ケースから見て、できるだけ学校現場の声を反映してほしいと思いま

す。それと気になっているのは、任期が非常に短い校長が多いという点

で、ぜひ今後とも考えてほしいと思っております。 

 さらに、これは議案の中ではありませんが、実施要領の中の昇任のと

ころで、校長の任用に「新進気鋭にして」とあるのはどういう意味です
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か。 

○大 澤 

 学校教育 

 課 長 

  言葉のとおりですが、例えば今のいろいろな教育課題の中で、教育ビ

ジョンや教育戦略といったものに関し、新たな空気を吹き込むような人

と理解しております。 

○森 山 

 委 員 

  普通、新進気鋭というと、若くて、非常に鋭い感覚や意見、行動力を

持っている人という意味になると思うので、違和感があります。必ずし

も若い人を校長にはしないでしょう。 

○大 澤 

 学校教育 

 課 長 

  校長の場合につきましては、県から任用の条件が示されており、教頭

経験が３年ある等の条件をクリアできれば、若い校長が誕生することに

なりますが、なかなか難しい状況であります。 

○森 山 

 委 員 

  本当はもう尐し若い人にしてもいいと思うけれども、ここはやや、羊

頭狗肉であると感じます。 

 「進取の気性に富んだ」くらいならまだ分かりますが、この表現では

若手を活用するという意志が強く出ている気がするので、実態とは違う

気がします。余計なことでした。 

○大 澤 

 学校教育 

 課 長 

  ご意見ありがとうございます。 

○青 蔭 

 委員長 

 

 

 ほかに委員の方々、質問ありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 ほかにないようでございますので、質疑を終了いたします。 

 これより、議案第３４号につきまして採決いたします。 

 本件の原案につきまして、ご異議ございませんでしょうか。 

    （「異議なし」の声） 

○青 蔭 

 委員長 

  異議なしということでございますので、議案第３４号は可決いたしま

した。 

 続きまして、日程第４ 「大和市教育委員会委員長の選任及び委員長

職務代理者の指定について」を議題といたします。 

 非公開とすべき人事案件でございますので、審議を非公開といたしま

すが、ご異議ございませんでしょうか。 

    （「異議なし」の声） 
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○青 蔭 

 委員長 

  異議なしということでございますので、日程第４は非公開といたしま

す。 

 関係者以外の退席をお願いいたします。 

 なお、関係者として教育部長、教育総務課長を指定いたします。 

 それでは、暫時休憩といたします。 

   

◎休  憩 

（再 開） 

（非公開の審議） 

 

◎休  憩 

 

○青 蔭 

 委員長 

  再開いたします。 

 ただいま委員長として私、青蔭を、委員長職務代理者として森山委員

を選任いたしましたのでご報告申し上げます。 

 ここで、私から改めてごあいさつさせていただきたいと存じます。 

 先ほど皆様から、もう一年務めるようにとご意見をいただきました。

諸事万端にわたりふつつか者でございます。皆様のご指導、ご鞭撻を仰

ぎながら、大和市の子どもたちのために、尐しでもよい、明るい、力強

い児童・生徒をはぐくんでいくべく努力いたしますので、またこの１年

よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、書記より次回からの席次について報告をお願いいたしま

す。 

○書 記   次回からの席次でございます。１番、森山委員長職務代理者、２番、

石川委員、３番、滝澤委員、４番、篠田委員、５番、青蔭委員というこ

とでよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○青 蔭 

 委員長 

  次に、大和市教育委員会教育長の任命につきまして、滝澤正氏を教育

長に任命することに決定いたしました。 

 それでは、滝澤教育長にごあいさつをお願い申し上げます。 
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○滝 澤 

 教育長 

  ただいまご指名をいただきました。私自身、大変微力でございます

が、大和の子どもたちの明日に向けて、教育行政、補助執行等を、子ど

もたちのためにという一点に絞って、皆さんのご指導やご協力をいただ

きながら、市民の期待に沿うように教育長として鋭意努力してまいりた

いと思います。 

 教育委員の皆様には、本当にお世話になりますけれども、ご指導、ご

鞭撻、ご支援のほど重ねてよろしくお願い申し上げます。 

○青 蔭 

 委員長 

  それでは続きまして、その他に入ります。 

 各課で報告事項がございましたら順次報告をお願いいたします。 

 まず、「地震防災活動マニュアル」の見直しについて、西山指導室

長。 

○西 山 

 指導室長 

  それでは、学校の地震防災活動マニュアルの増補版についてご説明い

たします。 

 大和市では、これまで学校の地震防災活動マニュアルというものがご

ざいまして、これにより地震災害に備えてまいりました。しかし、東日

本大震災当日、３月１１日には本市において震度５弱を記録し、公共交

通手段がストップしたり、電話等の連絡方法が麻痺したり、各学校の対

応も異なったりという混乱が見られました。 

 また、先ほどのマニュアルは、作成当時は全教職員に１冊ずつ配布す

ることを目指したものでしたが、印刷部数に限りがあったため、ここ何

年かは新採用者への配布ができていない状況もございました。 

 そこで、今回の東日本大震災において課題となった点や、これまでの

マニュアルに盛り込まれていなかった対応などについて、その改定の要

点をマニュアル増補版という形で市内全教職員に先日配布をし、その周

知と対応の徹底をお願いしているところです。 

 内容としましては、まず基本方針の共有化を目指しました。具体的に

は「大和市において震度５弱以上の地震が観測された場合は、市内小中

学校は、原則、直ちに授業を打ち切り、在校している児童生徒を安全に

保護し、その後、保護者等に引き渡す」という方針でございます。こち

らを明確に保護者、学校と共有したいということでございます。 
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 さらに、学校での具体的な対応手順につきましては、ステップ１から

ステップ４までビジュアルにまとめ示してあります。この中では、地震

についての情報入手の方法や、学校が保護者、教育委員会と連絡する方

法を紹介してあります。 

 保護者の引き取りが遅れる場合は、各学校にある備蓄倉庫を活用し、

夜間または朝方まで、児童・生徒の保護をすることについても触れてお

ります。 

 このほか最後には、東海地震の注意情報発表時においても、大地震の

際の先ほどの基本方針を適用していくことを確認してあります。 

 今回はあくまで増補版ですので、今後は旧マニュアルを全面的に改訂

していくことを検討しております。 

 以上です。 

○青 蔭 

 委員長 

  質問ございますか。 

 石川委員。 

○石 川 

 委 員 

  これは学校の教職員向けで、こういうことは保護者にもきちんと知ら

せていく必要があるのですが、その辺はどうなっているのでしょうか。 

○西 山 

 指導室長 

  今、保護者版を作成中でございまして、校長会等に確認いただきなが

ら、早い時期に発出したいと思っております。 

○青 蔭 

 委員長 

  石川委員、よろしいでしょうか。 

 ほかにご質問ございますでしょうか。 

 篠田委員、どうぞ。 

○篠 田 

 委 員 

  備蓄倉庫にある食料、毛布というのは、既に揃っているのでしょう

か。 

○西 山 

 指導室長 

  危機管理課の所管ですけれども、ある学校には毛布が多く、ある学校

には食料が多い、ということがあり、それを今確認しているところでご

ざいます。学校には１０月の小・中校長会で説明しながら、鍵をお渡し

することを考えております。 

○青 蔭 

 委員長 

  よろしいでしょうか。 

 森山委員、何かございませんか。 

○森 山   このマニュアルはこれでいいのですけれども、実は予期せぬ大災害と
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 委 員 いうのは、特にマニュアルが役に立たない事態が想定されます。今回の

東日本大震災のときも、いろいろなところでそういったことがあったと

聞いております。要は、学校の教師、特に校長の対応能力が問われるわ

けです。危機の際には、マニュアルどおりにはいかないということをも

う尐し覚悟しておく必要が、同時にあると思います。その辺をどう訓練

するかは大変難しいことですが、ぜひ覚悟だけは決めておく必要がある

と思っています。 

○青 蔭 

 委員長 

  ほかにはよろしいでしょうか。 

 続きまして、教育フォーラムの実施報告について、中田教育研究所

長。 

○中 田 

 教育研究 

 所 長 

  第８回教育フォーラムを、９月３日土曜日に開催いたしました。委員

の皆様には、ご多用の中ご参加いただきありがとうございました。参加

者は１５７名でした。 

 全体は、基調講演、素案説明、パネルディスカッションという流れで

した。基調講演では特に、学校の役割や、子どもの成長とはどういうこ

とかが柱となりました。 

 パネルディスカッションでは、現在の社会の変化についてや、子ども

たちに必要なもの、それぞれの立場でできること、大切なことは何かと

いった点を中心に議論が進みました。 

 参加いただいた皆様からのアンケートの一部をご紹介します。 

大人像や教師像が大事だという意見や、学校、家庭、地域の連携の大

切さとともに、ディスカッションで出てきた内容について身近に感じ

た、共感したといった意見がありました。具体的な連携の方法として、

地域連携コーディネーターなるものについての提案もいただきました。

また、自ら成長する力や未来を信じる力、学習意欲、よく国も言ってい

る生きる力などについて、具体的にはどういうことかという議論を経

て、実施計画策定を進めていってほしいという意見もいただきました。 

 いただいたさまざまな感想、ご意見等を参考にして、策定の作業を進

めていきたいと思っております。 

 以上でございます。 
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○青 蔭 

 委員長 

  ただいまご説明がございました。質疑がございましたらよろしくお願

いいたします。 

 森山委員。 

○森 山 

 委 員 

  今回のフォーラムは大変レベルが高く、高橋先生のお話は、あの短い

時間の中ですべて理解するのはやや困難でしたが、参考になるお話が多

くて、なるほどと思いながら聞いておりました。 

今度の学校の基本理念、大和市の基本計画を決めていくに当たっての

参考とするフォーラムだった中で、パネルディスカッションにおいてど

なたかから、行政は何をするのかという提言がありました。そこは重く

受け止めなければなりません。ともすると我々、行政側にある者として

は、学校現場にこれを求める、あるいは家庭にこれを求めるということ

が多くあります。しかし求めるばかりで、では行政はどうするのか、何

に貢献してくれるのかと言われたときには、なかなか難しいところがあ

るので、そこについてもう尐し真摯に受け止めて考えなければと思いま

した。 

○中 田 

 教育研究 

 所 長 

  ありがとうございます。 

○青 蔭 

 委員長 

  ほかにございますか。 

 篠田委員。 

○篠 田 

 委 員 

  私も教授のお話は、有意義なものだったと思います。パネリストの方

のご意見にありましたが、生徒の意欲が重要であるという点で、意欲か

ら学力の向上につながっていくとのお話には特に共感いたしました。 

 アンケートにあった、先生方のポジティブな生き方を子どもに見せて

いただきたい、地域の立場でそれらすべてを応援したい、という前向き

な意見を拝見し、さらに家庭での役割も重要であると思いました。教師

が指導しやすい環境を作っていく、保護者が前向きな態度で学校を見て

いくことが重要であると感じました。 

 今回、学校からも各家庭へ、教育フォーラムのお知らせで希望参加を

募っていると思うのですが、学校関係者以外での市民の参加人数は分か
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りますでしょうか。 

○中 田 

 教育研究 

 所 長 

  保護者以外に、市民、地域の方は、４４名の参加をいただきました。 

○篠 田 

 委 員 

  保護者以外にというと市民の方ですか。 

○中 田 

 教育研究 

 所 長 

  はい。保護者は３１名です。 

○篠 田 

 委 員 

  そうですか。なかなかお知らせをもらっても、参加しづらいような雰

囲気があるかもしれませんが、興味のある方はたくさんいらっしゃると

思います。そういう方にも、これから尐しでも多く参加していただき、

いろいろな意見を聞ける場があると、もっと大きな意味があると思いま

した。 

 それと、参加した方からお話を伺ったのですが、最終的に大和市の教

育をどうしていくべきか、というところまで話を詰めて聞きたかったと

のことでしたので報告します。 

 以上です。 

○中 田 

 教育研究 

 所 長 

  それぞれのお立場から非常に前向き、建設的なご意見等をいただきま

したので、早目に策定していきたいと思っております。ありがとうござ

いました。 

○青 蔭 

 委員長 

  よろしくお願いいたします。 

 ほかに。 

 石川委員、よろしいですか。 

○石 川 

 委 員 

  私も有意義だったと思います。時間の制約がある中で、よく高橋先生

がパネラーの方々のお話をうまくまとめられたと、すごいという感じを

受けました。もしパネルディスカッションをやるのであれば、もう尐し

時間を取った方がよかったです。市民の方々のご意見の場があったので

すけれども、結果的に時間がなくてほんの尐しつまんだ程度になってし

まったので、もう尐し周りからのご意見が聞けたらよかったと感じまし
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た。 

○青 蔭 

 委員長 

  すみません、よろしいですか。 

これが終わった後、次の朝、学校評議員の方がうちに来られ、パネリ

ストの方々はどういう方法で選ばれたのか知っていますかと聞かれたの

で、恥ずかしい話、知りませんと答えるしかなかったのです。この答え

を教えていただけますか。 

○中 田 

 教育研究 

 所 長 

  地域と保護者の代表ですが、学校長の代表が北部から出ておりますの

で、場所を考えて、中部から保護者代表、南部から地域の代表を選出い

たしました。 

○青 蔭 

 委員長 

  分かりました。ありがとうございます。 

 ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 続きまして、「つる舞の里歴史資料館企画展及び休館について」、北

島文化振興課長。 

○北 島 

 文化振興 

 課 長 

  例年行っておりますつる舞の里歴史資料館での企画展でございます。 

 昨年度はメディアの露出など入館者数の増をねらい、大和市出身の漫

画家の村上もとかさん、テレビドラマの「ＪＩＮ－仁－」の原作者の方

の企画展を実施しました。 

今年は視点を地元に戻し、下鶴間ふるさと館、もともとは小倉家とい

う家だった建物の解体時に発見された、床板から出てきた黒船の絵をキ

ーワードにしました。ペリー来航という幕末の大きな出来事のときに、

庶民はどのようにそれを捉えたのかということや、庶民の暮らしぶり、

当時栄えていた下鶴間宿、大山詣でなどを題材にした企画展を考えてご

ざいます。 

 開催期間は、１０月２２日から１２月１８日まで２か月弱でございま

す。これに伴い、開催の準備期間と、終わった後に常設展に戻す期間

に、つる舞の里歴史資料館と下鶴間ふるさと館を休館とさせていただき

ます。 

 以上でございます。 

○青 蔭 

 委員長 

  ただいまご説明がございました。質疑等ございますでしょうか。よろ

しいですか。 
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    （「はい」の声） 

○青 蔭 

 委員長 

  続きまして、渋谷学習センターの停電に伴う休館について、西山生涯

学習センター館長。 

○西 山 

 生涯学習 

 センター 

 館 長 

  渋谷学習センターは、民間のビルにテナントとして入っております。

その関係で、ビル管理会社が年に１回、電気設備の点検をするため、そ

の規定に基づき１０月２３日を臨時休館とさせていただきます。 

 これらについては、広報やまとや学習センターホームページ、館内掲

示等でお知らせしております。 

 以上です。 

○青 蔭 

 委員長 

  何かご質問ございますでしょうか。 

 

    （「ありません」の声） 

○青 蔭 

 委員長 

  続きまして、台風１５号に伴う被害状況について、堀内教育総務課

長。 

○堀 内 

 教育総務 

 課 長 

  ９月２１日の台風１５号当日は、朝６時１５分に教育長の判断で全校

臨時休校にしましたので、児童・生徒の被害は特にございませんでした

が、風台風であったため学校内の倒木がかなりございました。 

 各学校の被害のうち、特に、道路に飛び出したものや、学校の敷地か

ら出たものについてご説明させていただきます。 

 まず草柳小学校ですが、東西の木が倒れてしまいました。大きかった

のは、体育館の西側の木が倒れて電線にかかってしまったことで、東電

にも来ていただきました。最終的には、その日のうちに業者を呼んで処

理が済んでおります。西門につきましても、道路に木が出てしまいまし

たが、そちらも当日に対応しております。 

 上和田小学校では、樹木が倒れて道路に出てしまいましたが、これも

業者によりその日のうちに処理が済んでおります。 

 柳橋小学校では、北側のポプラの木の枝が折れて飛び、その前にある

回転ずし店のフェンスを壊してしまいました。木は倒れなかったのです

が、枝が折れて被害を与えてしまったため、現在、保険が利きそうなの

で保険対応をする予定でございます。 
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 光丘中学校は、南東の角に物置が三つございます。そのうちの一つ

が、突風で舞ってフェンスを越え、外に出て道路を封鎖してしまいまし

た。こちらには警察官も来て交通誘導していただくなど、かなり大がか

りでした。重機を持っている業者にお願いし、敷地内に倉庫を戻してい

る状況でございます。当日の２３時ぐらいまで職員も一緒に残って対応

しまして、これが一番大きなものでした。 

 南林間中学校では、西側の給食車の出入口で倒木があり、これも道路

に出てしまいましたが、市の施設担当職員により対応は済んでおりま

す。また、北側の防球ネットについても、支柱の前の木が倒れ、ネット

が押されて支柱が曲がってしまいました。１０月３日以降に、業者にそ

の支柱を見てもらい、折れてはいないので戻すことになると思います。 

 以上が主なもので、それ以外につきましては敷地内の倒木でした。運

動会等あった学校については早目に対応し、ほかはまだ現在も対応して

いないところがありますが、順次対応したいと考えております。 

○青 蔭 

 委員長 

  お疲れさまでございました。 

 続きまして、北島文化振興課長、よろしくお願いいたします。 

○北 島 

 文化振興 

 課 長 

  文化スポーツ部の所管に関しては、人的なものも含めて特に大きな被

害はございませんでした。 

学習センター、図書館、各スポーツ施設、歴史資料館等々ですけれど

も、尐し強い雨が降ると雨漏りするのは通常のことでございまして、そ

れ以外に倒木や物置の転倒の被害がございました。 

 倒木等については、既に業者に発注して既に処理済み、あるいは予定

が立っております。幸い道路等には影響がなく、敷地の中で収まりまし

た。 

 以上でございます。 

○青 蔭 

 委員長 

  お疲れさまでございました。 

 何かございますか。 

○森 山 

 委 員 

  ありません。でも、何もなくてよかったですね。 

○青 蔭   そうですね。人的被害がなくて何よりでございました。 
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 委員長  事務局からございませんか。 

    （「はい」の声） 

○青 蔭 

 委員長 

  委員の方からは、ほかに何かございませんでしょうか。 

 

    （「ありません」の声） 

○青 蔭 

 委員長 

  特にないようですので、１０月の会議日程をお知らせします。 

 １０月の定例会は１０月２１日金曜日、午前１０時からを予定してお

ります。 

   

◎閉  会 

 

○青 蔭 

 委員長 

  以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これにて教育委員会９月定例会を閉会いたします。 

  閉会 午前１１時４４分 
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